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			十和田市移住お試し住宅のご案内

			
									十和田市では、移住を希望する方の「十和田暮らしを体験してみたい」というニーズに応えるために、「移住お試し住宅」を開設しております。


ご家族で滞在し、移住についてじっくりとゆっくりと考えてみませんか？


 


※令和６年度から物件が変更になりました。供用開始は５月中旬を予定しております。


 


十和田市移住お試し住宅チラシ[image: PDFファイル](2663KB)


 


１.住宅概要


 


名称


十和田市移住お試し住宅（東15番町貸家）


住所


十和田市東十五番町15-14-8 


構造等


 木造（平成24年建築）


設備


電気、灯油給湯、上下水道、地デジ対応、ポケットWifi、バス・トイレ別、カーポート


 周辺施設


	中心市街地（市役所）約５分
	コンビニ約１分 
	スーパー約３分



※ 車での時間 


 周辺環境


スーパーやコンビニなどの商業施設が近隣に立地しています。市街地がコンパクトに形成されている本市ならではの利便性の高い暮らしを体験いただけます。 


また、十和田市の郊外は集落が点在し、田園風景が広がっています。国の特別名勝に指定されている十和田湖・奥入瀬渓流に近い地域では、自然や温泉を堪能いただけます。 


その他


物件敷地内には、移住お試し住宅周辺は住宅街となっておりますので、迷惑になるような行動はお控えください。


 


２.利用要件（次のいずれにも該当する場合が対象となります。）


	上十三・十和田湖広域定住自立圏（※１）外に住所を有すること
	20歳以上であること（※２）
	移住お試し住宅の滞在期間中に下表のいずれかの【移住体験プログラム】に参加すること



 


【移住体験プログラム】


	①	市内施設見学	
			・市内散策


			・学校見学（市内学校はこちら[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]）（事前にご相談ください）


			・保育施設見学（市内保育施設はこちら[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]）（事前にご相談ください）


			など

			
	②	移住者交流	
			・移住応援サポーター[image: PDFファイル]との交流（事前にご相談ください）


			・移住者交流会への参加（事前にご相談ください）

			
	③	農業体験	
			・十和田農業体験連絡協議会のメニュー[image: PDFファイル]への参加（直接お申込みください）


			・農家の手伝い


			など

			
	④	その他	上記以外で本市での移住生活を体験するために市長が必要と認めるもの



 


※１　十和田市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、横浜町、東北町、六ヶ所村、おいらせ町及び小坂町で構成する圏域をいいます。

※２　申請者の同行者（お子様など）は、20歳未満でも利用が可能です。


 


３.利用期間


２泊３日以上９泊10日以内


※利用開始日の午後１時から午後５時までに入居し、最終日は午前11時までに退去してください。


 


４.注意事項


宿泊費は無料ですが、以下の経費は利用者のご負担となります。


	食事代
	生活に関する消耗品代
	寝具のレンタル代
	移住体験プログラムに要する経費



詳細は以下の各項目をご確認ください。


１．利用期間中に食事や寝具の提供はいたしません。


寝具は、持参か業者からのレンタル等によりご用意ください。


※詳細は、「利用マニュアル」をご確認ください。


 


２．消耗品など住宅に備えていない物品は利用者の皆様がご用意ください。


住宅に備えている主な物品…テレビ、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、IHクッキングヒーター、洗濯機、エアコン、ストーブ、食器類、調理器具類、清掃用具など


※詳細は、「利用マニュアル」をご確認ください。


※市指定のゴミ袋も、必要に応じてご購入いただいています。ゴミ捨てができなかった分のゴミは、お持ち帰りいただいています。


 


 ３．移住お試し住宅までは各自、レンタカーや公共交通機関などをご利用ください。十和田市役所で送迎等はいたしません。


	公共交通機関の情報（十和田市ホームページ）[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]
	十和田市街地循環バス・西地区シャトルバス （十和田市ホームページ）[image: このリンクは別ウィンドウで開きます]



 


５.利用の方法


	 十和田市ホームページにて、住宅の空き状況をご確認いただき、空きがある場合は、お電話にて仮予約をしてください。仮予約が完了しましたら、市役所より申請書類一式を送付いたします。
	利用日の14日前までに、利用申請書（様式1号）、本人確認書類の写し（運転免許証など）、十和田市移住お試し住宅滞在プラン表（様式２号）、賃貸借契約書（様式第４号）をご提出ください。

	宛先：〒034-8615　青森県十和田市西十二番町6-1　政策財政課　移住お試し住宅担当
	申請書受領後、内容を審査いたします。市が利用を承諾した場合は、使用貸借契約を締結します。
	申請前に必ず「利用マニュアル」をご確認ください。



利用マニュアル（十和田市移住お試し住宅）[image: PDFファイル]


【様式第１号・２号】十和田市移住お試し住宅申請書[image: ワードファイル]


【様式第１号・２号】十和田市移住お試し住宅申請書[image: PDFファイル]


 


 


６. 空き状況 




									

			
			
			
この記事へのお問い合わせ


政策財政課　人口減少・定住自立圏係
	電話：0176-51-6712
	メール：seisakuzaisei@city.towada.lg.jp
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				十和田市役所（法人番号2000020022063）
	〒034-8615　十和田市西十二番町6-1
	電話番号： 0176(23)5111（代表）
	開庁時間：午前8時30分～午後5時15分
	休庁日　：土曜日・日曜日、祝祭日、年末年始（12月29日～1月3日）
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